
新旧対照表 

【積立定期預金規定】 

改定後 改定前 

・【2026 年 4月 1日以降 中間利払の取扱中止】文言追加 

 

６．（利息） 

（1）この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割り計算します。 

（2）この預金の個別預金の利息は、預入金額ごとにその預入日から満期日の前日

までの日数に応じ、預入日現在において店頭に表示する次のスーパー定期また

は大口定期の預金利率（以下「約定利率」といいます。）によって計算しま

す。 

なお、利率は金融情勢に応じて変更します。この場合の新利率は、変更日以後

に預入される預金から適用します。 

Ａ．預入日から満期日の前日までの期間が1か月以上2か月未満の場合･･･1か月

利率 

Ｂ．預入日から満期日の前日までの期間が2か月以上3か月未満の場合･･･2か月

利率 

Ｃ．預入日から満期日の前日までの期間が3か月以上6か月未満の場合･･･3か月

利率 

Ｄ．預入日から満期日の前日までの期間が6か月以上1年未満の場合･･･6か月利

率 

Ｅ．預入日から満期日の前日までの期間が1年以上2年未満の場合･･･1年利率 

Ｆ．預入日から満期日の前日までの期間が2年以上3年未満の場合･･･2年利率 

Ｇ．預入日から満期日の前日までの期間が3年以上4年未満の場合･･･3年利率 

Ｈ．預入日から満期日の前日までの期間が4年以上5年未満の場合･･･4年利率 

Ｉ．預入日から満期日の前日までの期間が5年以上5年1か月未満の場合･･･5年

利率 

 

 

６．（利息） 

（1）この預金の付利単位は１円とし、１年を365日として日割り計算します。 

（2）単利型口座の場合、この預金の利息は、次の方法により計算します。 

①この預金の個別預金の利息は、預入金額ごとにその預入日から満期日の前日

までの日数に応じ、預入日現在において店頭に表示する次のスーパー定期ま

たは大口定期の預金利率（以下「約定利率」といいます。）によって計算し

ます。 

なお、利率は金融情勢に応じて変更します。この場合の新利率は、変更日以後

に預入される預金から適用します。 

Ａ．預入日から満期日の前日までの期間が１か月以上２か月未満の場合･･･１

か月利率 

Ｂ．預入日から満期日の前日までの期間が２か月以上３か月未満の場合･･･２

か月利率 

Ｃ．預入日から満期日の前日までの期間が３か月以上６か月未満の場合･･･３

か月利率 

Ｄ．預入日から満期日の前日までの期間が６か月以上１年未満の場合･･･６か

月利率 

Ｅ．預入日から満期日の前日までの期間が１年以上２年未満の場合･･･１年利

率 

Ｆ．預入日から満期日の前日までの期間が２年以上３年未満の場合･･･２年利

率 

Ｇ．預入日から満期日の前日までの期間が３年以上４年未満の場合･･･３年利

率 



 

 

 

 

（3）この預金の最終満期日以後の利息は、最終満期日から解約日の前日までの日

数および解約日における普通預金の利率によって計算します。 

（4）この預金を第7条第1項により満期日前に解約する場合には、その利息（以下

「期限前解約利息」といいます。）は預入日から解約日の前日までの日数およ

び次の預入期間に応じた利率（小数点第3位以下は切り捨てます。）によって計

算します。 

ただし、中間払利息が支払われている場合、その支払額（中間払利息が複数あ

る場合は各中間払利息の合計額）と期限前解約利息との差額を清算します。 

①6か月未満･･･解約日における普通預金の利率 

②6か月以上1年未満･･･預入日における６か月ものの店頭表示利率×70％ 

③1年以上2年未満･･･預入日における１年ものの店頭表示利率×70％ 

④2年以上3年未満･･･預入日における２年ものの店頭表示利率×70％ 

⑤3年以上4年未満･･･預入日における３年ものの店頭表示利率×70％ 

⑥4年以上5年未満･･･預入日における４年ものの店頭表示利率×70％ 

⑦5年以上5年1か月未満･･･預入日における５年ものの店頭表示利率×70％ 

（5）2026年3月31日以前に預入された、預入日期間が2年以上となる単利型口座の

個別預金については、満期日からさかのぼって1年ごとの応当日を「中間利払

日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日

数および約定利率に70％を乗じた利率（以下「中間利率」といいます。）によ

って単利の方法により計算した中間利払額（以下「中間払利息」といいま

す。）を利息の一部として支払い、中間払利息でこの個別預金と満期日を同一

とする個別預金を作成します。ただし、満期日からさかのぼって、1年ごとの応

当日が預入日から1年未満の日となる場合は、この中間払利息は支払いません。 

なお、中間払利息（中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額）を

差引いた利息の残額は満期日にこの預金とともに支払います。 

Ｈ．預入日から満期日の前日までの期間が４年以上５年未満の場合･･･４年利

率 

Ｉ．預入日から満期日の前日までの期間が５年以上５年１か月未満の場合･･･

５年利率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②預入日期間が2年以上となるこの個別預金については、満期日からさかのぼ

って1年ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払

日からその中間利払日の前日までの日数および約定利率に70％を乗じた利率

（以下「中間利率」といいます。）によって単利の方法により計算した中間

利払額（以下「中間払利息」といいます。）を利息の一部として支払い、中

間払利息でこの個別預金と満期日を同一とする個別預金を作成します。ただ

し、満期日からさかのぼって、1年ごとの応当日が預入日から1年未満の日と

なる場合は、この中間払利息は支払いません。 

なお、中間払利息（中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額）

を差引いた利息の残額は満期日にこの預金とともに支払います。 



（6）2026年3月31日以前に預入された複利型口座の場合、この預金の利息は、次

の方法により計算します。 

①預入期間が1か月以上3年未満の個別預金の利息は、預入日現在において店頭

に表示するスーパー定期または大口定期の預金利率によって単位の方法で計

算します。 

預入期間が3年以上5年以下の個別預金の利息は、預入日現在において店頭に

表示する預金利率によって、スーパー定期は6か月複利の方法で、また大口定

期は単利の方法で計算します。 

②個別預金に適用する「約定利率」は、第6条第2項の規定を準用します。 

③スーパー定期で預入期間が2年以上3年未満、また大口定期で預入期間が2年以

上5年以下のこの個別預金の利息は、満期日からさかのぼって1年ごとの応当

日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払

日の前日までの日数および約定利率に70％を乗じた利率によって単利の方法

により計算した「中間払利息」を利息の一部として支払い、中間払利息でこ

の個別預金と満期日を同一とする個別預金を作成します。 

ただし、満期日からさかのぼって1年ごとの応当日が預入日から1年未満の日

となる場合は、この中間払利息は支払いません。 

なお、中間払利息（中間払利息が複数ある場合は各中間払利息の合計額）を

差引いた利息の残高は満期日にこの預金とともに支払います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）複利型口座の場合、この預金の利息は、次の方法により計算します。 

①預入期間が１か月以上３年未満の個別預金の利息は、預入日現在において店

頭に表示するスーパー定期または大口定期の預金利率によって単位の方法で

計算します。 

預入期間が３年以上５年以下の個別預金の利息は、預入日現在において店頭

に表示する預金利率によって、スーパー定期は６か月複利の方法で、また大

口定期は単利の方法で計算します。 

②個別預金に適用する「約定利率」は、第６条第２項①の規定を準用します。 

③スーパー定期で預入期間が２年以上３年未満、また大口定期で預入期間が２

年以上５年以下のこの個別預金の利息は、満期日からさかのぼって１年ごと

の応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中

間利払日の前日までの日数および約定利率に70％を乗じた利率によって単利

の方法により計算した「中間払利息」を利息の一部として支払い、中間払利

息でこの個別預金と満期日を同一とする個別預金を作成します。 

ただし、満期日からさかのぼって１年ごとの応当日が預入日から１年未満の

日となる場合は、この中間払利息は支払いません。 

なお、中間払利息（中間払利息が複数ある場合は各中間払利息の合計額）を

差引いた利息の残高は満期日にこの預金とともに支払います。 

（4）この預金の最終満期日以後の利息は、最終満期日から解約日の前日までの日

数および解約日における普通預金の利率によって計算します。 

（5）スーパー定期・単利型の預金について、この預金を第７条第１項により満期

日前に解約する場合には、その利息（以下「期限前解約利息」といいます。）

は預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率（小数

点第３位以下は切り捨てます。）によって計算します。 

ただし、中間払利息が支払われている場合、その支払額（中間払利息が複数あ

る場合は各中間払利息の合計額）と期限前解約利息との差額を清算します。 

①６か月未満･･･解約日における普通預金の利率 

②６か月以上１年未満･･･預入日における６か月ものの店頭表示利率×70％ 

③１年以上２年未満･･･預入日における１年ものの店頭表示利率×70％ 



 

 

 

 

（7）2026年3月31日以前に預入されたスーパー定期・複利型の預金について、こ

の預金を第7条第1項により満期日前に解約する場合には、その期限前解約利息

の計算および方法は、第6条第5項の規定を準用します。 

ただし、預入期間が3年以上5年以下のこの預金については、6か月複利の方法で

計算します。 

（8）2026年3月31日以前に大口定期として預入されたものについて、この預金を

第7条第1項により満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日から解約

日の前日までの日数（以下「預入日数」といいます。）および次の利率によっ

て計算します。 

ただし、中間払利息が支払われている場合、その支払額（中間払利息が複数あ

る場合は各中間払利息の合計額）と期限前解約利息との差額を清算します。 

①預入日の1か月後の応当日の前日までに解約する場合には、次のＡ、Ｂおよび

Ｃ（ＢおよびＣの算式により計算した利率の小数点第4位以下は切り捨てま

す。ただし、Ｃの算式により計算した利率が0％を下回るときは0％としま

す。）のうち、最も低い利率。 

Ａ．解約日における普通預金の利率 

Ｂ．約定利率×70％ 

（基準利率－約定利率）×（約定日数－預入日数） 

Ｃ．約定利率－ ――――――――――――――――――――――― 

預入日数 

上記の基準利率は、解約日にこの預金の元金を満期日まで新たに預入すると

した場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当行所定の

利率をいいます。 

②預入日の1か月後の応当日以後に解約する場合には、次のＡおよびＢの算式に

より計算した利率（小数点第4位以下は切り捨てます。ただし、Ｂの算式によ

④２年以上３年未満･･･預入日における２年ものの店頭表示利率×70％ 

⑤３年以上４年未満･･･預入日における３年ものの店頭表示利率×70％ 

⑥４年以上５年未満･･･預入日における４年ものの店頭表示利率×70％ 

⑦５年以上５年１か月未満･･･預入日における５年ものの店頭表示利率×70％ 

（6）スーパー定期・複利型の預金について、この預金を第７条第１項により満期

日前に解約する場合には、その期限前解約利息の計算および方法は、第６条第

５項の規定を準用します。 

ただし、預入期間が３年以上５年以下のこの預金については、６か月複利の方

法で計算します。 

（7）大口定期として預入されたものについて、この預金を第７条第１項により満

期日前に解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数

（以下「預入日数」といいます。）および次の利率によって計算します。 

ただし、中間払利息が支払われている場合、その支払額（中間払利息が複数あ

る場合は各中間払利息の合計額）と期限前解約利息との差額を清算します。 

①預入日の１か月後の応当日の前日までに解約する場合には、次のＡ、Ｂおよ

びＣ（ＢおよびＣの算式により計算した利率の小数点第４位以下は切り捨て

ます。ただし、Ｃの算式により計算した利率が0％を下回るときは0％としま

す。）のうち、最も低い利率。 

Ａ．解約日における普通預金の利率 

Ｂ．約定利率×70％ 

（基準利率－約定利率）×（約定日数－預入日数） 

Ｃ．約定利率－ ――――――――――――――――――――――― 

預入日数 

上記の基準利率は、解約日にこの預金の元金を満期日まで新たに預入すると

した場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当行所定の

利率をいいます。 

②預入日の１か月後の応当日以後に解約する場合には、次のＡおよびＢの算式

により計算した利率（小数点第４位以下は切り捨てます。ただし、Ｂの算式

により計算した利率が0％を下回るときは0％とします。）のうちいずれか低



り計算した利率が0％を下回るときは0％とします。）のうちいずれか低い利

率。 

Ａ．約定利率×70％ 

（基準利率－約定利率）×（約定日数－預入日数） 

Ｂ．約定利率－ ――――――――――――――――――――――― 

預入日数 

 

い利率。 

Ａ．約定利率×70％ 

（基準利率－約定利率）×（約定日数－預入日数） 

Ｂ．約定利率－ ――――――――――――――――――――――― 

預入日数 

 

 

【定期積金取引規定】 

改定後 改定前 

・【2026年４月 1日以降 新規取扱中止】文言追加 なし 

 

 


